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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

 

回次
第71期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第70期

会計期間

自　平成20年
　　４月１日
至　平成20年
　　６月30日

自　平成19年
　　４月１日
至　平成20年
　　３月31日

売上高 (百万円) 7,331 27,325

経常利益 (百万円) 647 1,873

四半期(当期)純利益 (百万円) 348 1,368

純資産額 (百万円) 40,011 40,092

総資産額 (百万円) 50,400 49,482

１株当たり純資産額 (円) 3,561.623,569.77

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 31.13 122.41

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ― ―

自己資本比率 (％) 79.0 80.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 902 2,487

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,096 1,429

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △671 △620

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 17,659 18,423

従業員数 (名) 471 464

 (注) １　売上高には、消費税等が含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、新株予約権付社債等潜在株式がないため

記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ(当社および当社の関係会社)において営まれて

いる事業の内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

 

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成20年６月30日現在

従業員数(名) 471

(注)　従業員数は就業人員(当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グルー

プへの出向者を含む)であります。

 

 

(2) 提出会社の状況

平成20年６月30日現在

従業員数(名) 413

(注) 従業員数は就業人員(当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む)であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第１四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとお

りであります。
 

事業の種類別セグメントの名称 生産高(百万円)

界面活性剤 4,995

その他 2,236

合計 7,231

(注) 金額は、販売価格によっております。

 

(2) 受注実績

当社グループは見込み生産を行っておりますので、該当事項はありません。

 

(3) 販売実績

当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとお

りであります。
 

事業の種類別セグメントの名称 販売高(百万円)

界面活性剤 5,107

その他 2,223

合計 7,331

(注)主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

 

相手先

当第１四半期連結会計期間

販売高(百万円) 割合(％)

日本クエーカー・ケミカル株式会社 1,110 15.1

 

なお、「第２　事業の状況」に記載している金額には、消費税等は含まれておりません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。
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３ 【財政状態及び経営成績の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ(当社及び連結子会

社)が判断したものであります。

 

(1) 経営成績の分析

当第１四半期連結会計期間における我が国経済は、原油価格の高騰による原材料高に加え、米国経

済減速による影響が為替相場に波及し急激なドル安が進行致しました。米国経済減速は、当社グルー

プ主要輸出先のアジア諸国の生産にも影響を与えています。

このような状況の下で当社グループは、コスト削減、原材料上昇分の価格転嫁、国際競争力のある高

品質、低価格商品の開発とともに、高付加価値商品の開発に努めてまいりました。

以上の結果、当第１四半期連結会計期間における当社グループの業績は、売上高7,331百万円、営業

利益350百万円、経常利益647百万円、四半期純利益348百万円となりました。

・事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

①　界面活性剤部門における当第１四半期連結会計期間の売上高は5,107百万円、営業利益は222百

万円となりました。

陰イオン界面活性剤の分野におきましては、合繊メーカー各社の国内繊維生産量は減少しまし

たが、不織布原綿生産の拡大や炭素繊維用処理剤の拡販があり前年並みの実績となりました。海

外の汎用品の新増設に伴い関連製品の販売が増加し、売上高869百万円となりました。

非イオン界面活性剤の分野におきましては、国内では、テキスタイル分野は減産の影響で関連

製品の販売が減少しましたが、炭素繊維増産で好調に推移しました。海外では、衣料用及び工業用

繊維分野が新増設共に活発で好調に推移し、また弾性繊維も好調を持続、化学工業分野では既存

商品の拡販もあり、売上高4,002百万円となりました。

陽・両性イオン界面活性剤の分野におきましては、前年に引き続きアクリル、ウールの減産に

より、関連加工剤の販売が減少しましたが、機能加工剤は伸張しました。化学工業分野での新商品

受注増もあり、売上高235百万円となりました。

②　その他部門における当第１四半期連結会計期間の売上高は2,223百万円、営業利益は127百万円

となりました。

高分子・無機製品等の分野におきましては、繊維関連では、スパン糸用糊剤は前年を下回りま

したが、フィラメント用糊剤の販売は伸張しました。非繊維関連では、建材関係は着工件数の低

迷、公共工事減少による添加剤販売不調がありましたが、ゴム成形品加工剤、熱膨張性マイクロカ

プセルなどが伸張し、売上高2,223百万円となりました。

 

・所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。

①　日本における当第１四半期連結会計期間の売上高は7,189百万円、営業利益は281百万円となり

ました。

②　インドネシアにおける当第１四半期連結会計期間の売上高は178百万円、営業利益は59百万円と

なりました。

 

(2) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末（以下「前期末」という）比917百万

円（1.9％）増加して、50,400百万円となりました。流動資産は前期末比398百万円（1.2％）減少の

33,659百万円、固定資産は前期末比1,316百万円（8.5％）増加の16,740百万円となりました。

流動資産減少の主な要因は、受取手形及び売掛金が502百万円前期末より増加したものの、現金及び

預金が809百万円前期末より減少したことによるものであります。

固定資産増加の主な要因は、建設仮勘定が994百万円、投資有価証券が427百万円それぞれ前期末よ

り増加したことによるものであります。
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当第１四半期連結会計期間末の負債の合計は、前期末比998百万円（10.6％）増加の10,388百万円

となりました。流動負債は、前期末比864百万円（9.5％）増加の9,939百万円、固定負債は前期末比133

百万円（42.3％）増加の449百万円となりました。

流動負債増加の主な要因は、買掛金が326百万円前期末より増加したことによるものです。固定負債

の主な増加要因は、繰延税金負債が142百万円前期末より増加したことによるものであります。

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、前期末比80百万円（0.2％）減少して40,011百万円

となりました。

主な要因は、その他有価証券評価差額金が246百万円増加したものの、利益配当等により利益剰余金

が322百万円減少したことによるものであります。

この結果自己資本比率は、前期末の80.6％から79.0％となりました。期末発行済株式総数に基づく

１株あたりの自己資本は、前期末の3,569円77銭から3,561円62銭となりました。

 

(3) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ763百万円

の減少となりました。これは営業活動によるキャッシュ・フローにおいて、902百万円の増加となり、

投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローにおいて、それぞれ

1,096百万円及び671百万円の減少となったためであります。また、当第１四半期連結会計期間に係る

現金及び現金同等物の換算差額による増加は102百万円となりました。この結果、当第１四半期連結会

計期間末における現金及び現金同等物の四半期末残高は17,659百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第１四半期連結会計期間における税金等調整前四半期純利益が645百万円となり、その他流動

負債の増加が694百万円、仕入債務の増加が339百万円であったのに対し、売上債権の増加が430百万

円となったため、営業活動によるキャッシュ・フローは902百万円の増加となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第１四半期連結会計期間におきましては、有形固定資産の取得による支出が1,042百万円、投資

有価証券の取得による支出が58百万円となったため、投資活動によるキャッシュ・フローは1,096

百万円の減少となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第１四半期連結会計期間におきましては、自己株式取得による支出が０百万円と、配当金の支

払額が670百万円であったため、財務活動によるキャッシュ・フローは671百万円の減少となりまし

た。

 

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変

更並びに新たに生じた課題はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、そ

の内容は次のとおりであります。

１　当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、安定的かつ持続的な企業価値の向上が当社の経営にとって最優先課題と考え、その実現に

日々努めております。したがいまして、当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当

社の経営理念、企業価値の様々な源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、

当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を中長期的に確保・向上させる者でなければなら

ないと考えております。
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上場会社である当社の株式は、株主及び投資家の皆様による自由な取引に委ねられているため、当

社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方は、最終的には株主の皆様のご意思に基づき決

定されることを基本としており、会社の支配権の移転を伴う大量の買付けに応じるか否かの判断も、

最終的には株主の皆様全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。また、当社は、当社株

券等の大量の買付けであっても、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に資するものであ

ればこれを否定するものではありません。

しかしながら、事前に当社取締役会の賛同を得ずに行われる株券等の大量の買付けの中には、その

目的等から見て企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主

の皆様に株式の売却を事実上強制するおそれがあるもの、当社取締役会が代替案を提案するための必

要十分な時間や情報を提供しないもの、当社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすた

めに買収者との協議・交渉を必要とするものなど、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益

を毀損するおそれをもたらすものも想定されます。

当社は、このような当社の企業価値や株主の皆様の共同の利益に資さない大量の買付けを行う者

が、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量の

買付けに対しては、必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主の皆様

の共同の利益を確保する必要があると考えております。

 

２　当社の基本方針の実現に資する特別な取組み

(1) 当社の企業価値の源泉

当社は大正15年の創業以来、界面活性剤メーカーとして紡糸・紡績油剤から糊付け、染色、最終仕

上げ加工まで繊維産業の全ての生産工程に係わる薬剤を提供し、繊維産業の発展に大きく貢献して

まいりました。

また、一般工業分野においても、長年蓄えてきた界面科学の技術を駆使して、様々な機能性工業薬

品を開発し、多様な産業分野への市場開拓に力を注いでまいりました。

当社は、このような当社の企業価値の源泉は、①繊維産業のグローバル化に伴う新たな市場を開

拓する力、②炭素繊維やアラミド繊維あるいは生分解性繊維等スーパー繊維といわれる先端技術へ

の対応力や繊維産業向けの薬剤の高機能化に伴う技術開発力、③マイクロカプセル・マイクロビー

ズ等の超微粒子の分野において当社が占める高いマーケットシェア、④用途開発が進む一般工業用

の界面活性剤・高分子製品の技術開発力及び⑤ISO9001及びISO14001により運用される生産体制や

品質保証体制など、創業以来培ってまいりました有形無形の財産に加えて、お取引先様、お得意先

様、当社従業員等との長年に亘る信頼関係の維持等にあるものと考えております。
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(2) 企業価値向上のための取組み

当社は、企業価値向上のための取組みといたしまして、当社の社是「顧客には良品廉価で満足

を」が示すように、多様化するお取引先様、お得意様のニーズをいち早くとらえ、新たな価値ある製

品をご提供できるよう豊富なスタッフによる研究開発・製造に努めてまいります。また、当社は界

面活性剤分野のみならず、高分子分野におきましても独自の技術開発を行うことにより現在の地位

を築いてまいりましたが、今後も技術開発力を高めていくことにより、海外顧客層の拡大を図り、グ

ローバル経済への対応力を強化してまいります。さらに、当社及び当社グループの事業構成とその

方向性を明確にし、選択と集中により経営資源の配分見直しを継続的に進め、資本効率を高める事

業投資、設備投資を行い、将来に亘って拡大・発展させる布石を着実に打つことにより、今後の収益

基盤の一層の安定と確立に努めてまいります。

具体的な設備投資に関しましては、八尾本社工場の再配置を進めるとともに、静岡工場のマイク

ロカプセルの設備を増設し、様々な需要に対応できる体制を構築してまいります。

また、平成20年12月には大阪府高石市の三井化学大阪工場内に建設しております新工場(大阪工

場)が稼働することにより、繊維向け薬剤の生産能力の拡充が可能となり、一層の企業価値の拡大が

図れるものと考えております。

海外におきましては、成長市場である中国・インド等での拡販に重点課題として取組むととも

に、北米やヨーロッパにおいても積極的な展開を図ってまいります。

当社は、業績の伸びに応じて株主利益の増大を図ることを利益配分の基本方針とし、剰余金の配

当を行っております。平成３年の株式公開以来、当初１株当たり12円でありました配当金も、業績が

順調に推移したため、平成20年３月期には、１株当たり60円とするに至りました。

また、内部留保資金につきましては、企業体質の強化と将来の事業展開に備えて活用してまいり

ます。

さらに、当社は、社会的責任への取組み強化も積極的に推進してまいります。法令遵守や企業倫理

の一層の浸透に努めるとともに、社会的責任に対する真摯な姿勢・誠実な対応がお取引先様、お得

意先様から信頼される会社であるための要件であることを自覚し、界面活性剤メーカーとして常に

付加価値をお届けする研究開発及び品質保証体制の強化に努めてまいります。これらに加え、環境

マネジメントの推進、コンプライアンス体制の確立、リスクマネジメント等の充実にも鋭意努力し

てまいります。コーポレートガバナンスにつきましては、意思決定のスピードアップと活力のある

組織運営に努めており、平成11年より変化する経営環境に迅速かつ緊張感を持って対応するため取

締役の任期を１年としております。

今後とも界面活性剤メーカーとして安全で高品質な製品を提供することは勿論のこと、お取引先

様、お得意先様に信頼され多様化するニーズに対応できる分野を開拓し、さらなる事業拡大と業績

向上に向けて一層の努力を重ねてまいります。

当社は、これらの取組みが、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上につ

ながるものと考えております。
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３　基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止

するための取組み

当社取締役会は、基本方針に照らし、不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配

されることを防止するための取組みの一つとして、当社株券等の大量な買付けを行う際の一定のルー

ルを設ける必要があると考えました。

そこで、当社は、平成20年６月26日開催第70回定時株主総会において、当社株券等の大量買付行為へ

の対応策(買収防衛策)(以下「本プラン」といいます。)を導入することを決議しております。

 

４　本プランの概要

本プランは、当社株券等(注１)の特定株式保有者等(注２)の議決権割合(注３)を20％以上とする当

社株券等の買付行為、又は結果として特定株式保有者等の議決権割合が20％以上となる当社株券等の

買付行為(いずれについても当社取締役会があらかじめ同意したものを除き、また市場取引、公開買付

け等の具体的な買付方法の如何は問わないものとします。以下、かかる買付行為を「大量買付行為」

といい、大量買付行為を行う者を「大量買付者」といいます。)に応じるか否かを株主の皆様に適切に

ご判断いただくための必要十分な情報及び時間を確保するために、当社取締役会が、大量買付者に対

して、事前に大量買付情報の提供を求め、当該大量買付行為についての評価、検討、大量買付者との買

付条件等に関する交渉又は株主の皆様への代替案の提案等を行うとともに、独立委員会の勧告を最大

限尊重した上で、大量買付行為に対して、新株予約権の無償割当てその他当該時点において相当と認

められる対抗措置を発動するための大量買付ルールを定めております。

また、本プランにおいては、当社取締役会が、独立委員会に対する諮問に加え、株主の皆様の意思を

直接確認することが実務上適切と判断する場合又は独立委員会が株主総会を開催すべき旨の勧告を

行った場合には、対抗措置の発動にあたり、株主総会を開催し、対抗措置発動の是非の判断を株主の皆

様の意思に委ねることとしております。

大量買付者は、大量買付ルールに従って、当社取締役会又は株主総会において、対抗措置の発動の是

非に関する決議が行われるまでは、大量買付行為を開始することができないものとします。

注１：株券等

金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等を意味します。

注２：特定株式保有者等

(ⅰ) 当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等をいいます。)の保有者(同法第27条の

23第１項に規定する保有者をいい、同条第３項に基づき保有者とみなされる者を含みます。以下同様とし

ます。)及びその共同保有者(同法第27条の23第５項に規定する共同保有者をいい、同条第６項に基づき共

同保有者とみなされる者を含みます。以下同様とします。)

又は、

(ⅱ) 当社の株券等(同法第27条の２第１項に規定する株券等をいいます。)の買付け等(同法第27条の２第１項

に規定する買付け等をいい、競売買の方法によるか否かを問わず取引所金融商品市場において行われるも

のを含みます。)を行う者及びその特別関係者(同法第27条の２第７項に規定する特別関係者をいいます。)

を意味します。

注３：議決権割合

議決権割合の計算において分母となる総議決権数は、当社のその時点での発行済全株式数(議決権のあ

る株式に限る。)から、有価証券報告書又は四半期報告書のうち直近に提出されたものに記載された数の

単元未満株式数、有価証券報告書、四半期報告書又は自己株券買付状況報告書のうち直近に提出された

ものに記載された数の保有自己株式数(単元未満株式数を除く。)、及び証券保管振替機構名義における

失念株式数を減じた株式数(単元未満株式数を除く。)を、１単元の株式数(500株)で除した数とします。
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５　上記の各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

(1) 基本方針の実現に資する特別な取組み(上記２)について

上記２「当社の基本方針の実現に資する特別な取組み」に記載した各取組みは、当社の企業価値

ひいては株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるための具体的取組みとして策

定されたものであり、基本方針の実現に資するものです。

したがいまして、これらの各取組みは、基本方針に沿い、当社の株主の皆様の共同の利益を損なう

ものではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。

(2) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを

防止するための取組み(上記３)について

イ　当該取組みが基本方針に沿うものであること

本プランは、当社株券等に対する大量買付行為が行われる際に、当該大量買付行為に応じるべ

きか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提案するために必要十分な情

報や時間を確保したり、株主の皆様のために大量買付者等と交渉を行うことなどを可能とするこ

とにより、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保するための取組みであり、基

本方針に沿うものであります。

ロ　当該取組みが当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地

位の維持を目的とするものではないこと

当社は、以下の理由により、本プランは、当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではな

く、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

ⅰ) 買収防衛策に関する指針において定める三原則及び尊重義務を完全に充足していること

本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日付で発表した「企業価値・株主共同

の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」において定められた①企業価値・

株主共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性の原則

の三原則を完全に充足し、また株式会社ジャスダック証券取引所の「上場有価証券の発行者に

よる会社情報の適時開示等に関する規則」第２条の２に定める尊重義務を全て充足しており

ます。

ⅱ) 株主の皆様の意思の重視と情報開示

当社は、第70回定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただいており、本プランの導

入には株主の皆様の意思が反映されるものとなっております。

また、本プランの有効期間満了前であっても、当社株主総会において、本プランを廃止する旨

の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになっており、この点にお

いても、本プランの導入及び廃止は、株主の皆様の意思を尊重した形になっております。

さらに、これらに加えて、当社取締役会は、実務上適切であると判断する場合又は独立委員会

からの勧告があった場合には、株主総会を開催し、対抗措置の発動の是非についても、株主の皆

様の意思を確認することとされており、株主の皆様の意思が反映されます。

また、株主の皆様に、本プランの廃止等の判断、大量買付行為に応じて当社株式の売却を行う

か否かについての判断、及び対抗措置の発動の是非を判断する株主総会における議決権行使等

の際の意思形成を適切に行っていただくために、当社取締役会は、大量買付情報その他大量買

付者から提供を受けた情報を株主の皆様へ当社取締役会が適当と認める時期及び方法により
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開示することとしております。
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ⅲ) 当社取締役会の恣意的判断を排除するための仕組み

①　独立性の高い社外者の判断の重視

当社は、本プランの導入にあたり、取締役会の恣意的判断を排除するために、独立委員会を設

置しております。

当社に対して大量買付行為がなされた場合には、独立委員会が、大量買付行為に対する対抗

措置の発動の是非等について審議・検討した上で当社取締役会に対して勧告し、当社取締役会

は当該勧告を最大限尊重して決議を行うこととされており、取締役会の恣意的判断に基づく対

抗措置の発動を可及的に排除することができる仕組みが確保されています。

②　合理的な客観的要件の設定

本プランは、大量買付者が、本プランにおいて定められた大量買付ルールを遵守しない場合、

又は大量買付者が、当社の企業価値を著しく損なう場合として合理的かつ詳細に定められた客

観的要件を充足した場合のみ発動することとされており、この点においても、当社取締役会に

よる恣意的な対抗措置の発動を可及的に排除する仕組みが確保されているものといえます。

さらに、当社取締役会が株主総会の開催を決定した場合には、対抗措置の発動の是非の決定

は当社株主総会の決議に委ねられ、この点においても、当社取締役会による恣意的な対抗措置

の発動を可及的に排除する仕組みが確保されているものといえます。

ⅳ) デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと

本プランは、当社取締役会により廃止することができるものとされていることから、デッド

ハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買

収防衛策)ではありません。また、当社の取締役の任期は１年となっており、期差任期制ではな

いため、本プランはスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交替を一度に行うことが

できないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。

 

(5) 研究開発活動

　当第１四半期連結会計期間の研究開発費の総額は244百万円であります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

 

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

(2) 設備の新設、除却等の計画

 

当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除

却等について、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

また、当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありませ

ん。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 40,000,000

計 40,000,000

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年８月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 11,281,62911,281,629
ジャスダック
証券取引所

―

計 11,281,62911,281,629― ―

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成20年４月１日～
平成20年６月30日

― 11,281,629 ― 6,090 ― 6,517

 

(5) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握して

おりません。
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載するこ

とができませんので、直前の基準日である平成20年３月31日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

平成20年３月31日現
在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 102,500

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

11,132,000
22,264 ―

単元未満株式 普通株式 47,129 ― 一単元(500株)未満の株式

発行済株式総数 11,281,629― ―

総株主の議決権 ― 22,264 ―

(注)　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式379株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成20年３月31日現
在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
松本油脂製薬㈱

大阪府八尾市渋川町
２丁目１番３号

102,500 ― 102,500 0.91

計 ― 102,500 ― 102,500 0.91

 

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

 

月別
平成20年
４月

 
５月

 
６月

最高(円) 1,5851,5601,695

最低(円) 1,5101,5001,560

(注)　最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。
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３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりで

あります。

 (1) 役職の異動

 

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

代表取締役専務
（生産本部長）

代表取締役専務
（生産本部長兼製造部長）

綿　　宏之 平成20年８月１日

取締役
（生産本部副本部長兼製造部長）

取締役
（生産本部副本部長兼静岡製造部

長）
柚山　　博 平成20年８月１日
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平

成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）は、「財務諸表

等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成20年８月７日　内閣府

令第50号)附則第７条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に

適用しております。

 

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間(平成20年

４月１日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、清稜監査法人による四半

期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

　
当第１四半期連結会計期間末

(平成20年6月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年3月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 20,753 21,562

受取手形及び売掛金 8,130 7,627

有価証券 746 700

商品及び製品 1,781 1,835

仕掛品 362 364

原材料及び貯蔵品 1,248 1,262

繰延税金資産 316 481

その他 319 223

流動資産合計 33,659 34,058

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,226 4,232

減価償却累計額 △3,005 △2,992

建物及び構築物（純額） 1,221 1,240

機械装置及び運搬具 ※２
 8,109

※２
 8,108

減価償却累計額 △6,748 △6,663

機械装置及び運搬具（純額） 1,360 1,445

土地 534 536

建設仮勘定 1,594 599

その他 1,508 1,507

減価償却累計額 △1,267 △1,266

その他（純額） 241 240

有形固定資産合計 4,952 4,062

無形固定資産 20 21

投資その他の資産

投資有価証券 10,877 10,450

長期貸付金 321 303

繰延税金資産 － 12

その他 583 586

貸倒引当金 △13 △13

投資その他の資産合計 11,767 11,339

固定資産合計 16,740 15,424

資産合計 50,400 49,482
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（単位：百万円）

　
当第１四半期連結会計期間末

(平成20年6月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年3月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 6,879 6,552

短期借入金 1,000 1,000

未払法人税等 89 99

賞与引当金 62 346

その他 1,908 1,076

流動負債合計 9,939 9,074

固定負債

繰延税金負債 142 －

退職給付引当金 226 236

その他 80 79

固定負債合計 449 315

負債合計 10,388 9,390

純資産の部

株主資本

資本金 6,090 6,090

資本剰余金 6,517 6,517

利益剰余金 27,370 27,693

自己株式 △283 △283

株主資本合計 39,694 40,017

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 236 △9

為替換算調整勘定 △117 △102

評価・換算差額等合計 119 △112

少数株主持分 197 186

純資産合計 40,011 40,092

負債純資産合計 50,400 49,482
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(2) 【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年4月1日
 至 平成20年6月30日)

売上高 7,331

売上原価 5,885

売上総利益 1,445

販売費及び一般管理費 ※１
 1,095

営業利益 350

営業外収益

受取利息 86

受取配当金 22

為替差益 168

その他 58

営業外収益合計 335

営業外費用

支払利息 3

持分法による投資損失 20

支払手数料 11

その他 3

営業外費用合計 38

経常利益 647

特別損失

固定資産除却損 ※２
 1

特別損失合計 1

税金等調整前四半期純利益 645

法人税、住民税及び事業税 120

法人税等調整額 151

法人税等合計 272

少数株主利益 25

四半期純利益 348
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年4月1日
 至 平成20年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 645

減価償却費 145

退職給付引当金の増減額（△は減少） △9

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0

賞与引当金の増減額（△は減少） △284

受取利息及び受取配当金 △109

支払利息 3

持分法による投資損益（△は益） 20

有形固定資産除却損 1

為替差損益（△は益） △171

売上債権の増減額（△は増加） △430

たな卸資産の増減額（△は増加） 48

仕入債務の増減額（△は減少） 339

未払消費税等の増減額（△は減少） 10

その他の流動資産の増減額（△は増加） 21

その他の流動負債の増減額（△は減少） 694

小計 925

利息及び配当金の受取額 107

利息の支払額 △0

法人税等の支払額 △130

営業活動によるキャッシュ・フロー 902

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △58

投資有価証券の売却による収入 0

有形固定資産の取得による支出 △1,042

有形固定資産の売却による収入 0

長期貸付金の回収による収入 1

保険積立金の解約による収入 2

投資その他の資産の増減額（△は増加） 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,096

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △670

財務活動によるキャッシュ・フロー △671

現金及び現金同等物に係る換算差額 102

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △763

現金及び現金同等物の期首残高 18,423

現金及び現金同等物の四半期末残高 17,659
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

 

当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

該当事項はありません。

 

 

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 

当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

該当事項はありません。

 

 

【簡便な会計処理】

 

当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

１　一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が

前連結会計年度末に算定したものと著しい変化が

ないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実

績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

２　棚卸資産の評価方法

　当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関

しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実

地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定す

る方法によっております。

　また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の

低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を

見積り、簿価切下げを行う方法によっております。

　なお、原価計算について簡便な方法によっており

ます。

３　固定資産の減価償却費の算定方法

　定率法を採用している資産については、連結会計

年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定す

る方法によっております。

４　経過勘定項目の算定方法

固定費的な要素が大きいものについては、合理的

な算定方法による概算額で計上する方法によって

おります。

５　法人税等の算定方法

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する

加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す

る方法によっております。
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【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

該当事項はありません。

 

 

　【追加情報】

当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

有形固定資産の耐用年数の変更

法人税法の改正（所得税法等の一部を改正する法律

　平成20年４月30日　法律第23号）に伴い、法定耐用年

数及び資産区分が見直されました。これにより、当社の

機械装置については、従来耐用年数を主として７年と

しておりましたが、当第１四半期連結会計期間よりそ

の一部を８年に変更しております。

これにより、四半期連結財務諸表に与える影響は軽

微であります。

 

 

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

 

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

　１　保証債務

保証先
保証金額
(百万円)

保証債務の内容

立松化工股?

有限公司
392

銀行借入　112,000

千台湾ドル

　１　保証債務

保証先
保証金額
(百万円)

保証債務の内容

立松化工股?

有限公司
368

銀行借入　112,000

千台湾ドル

 

※２　国庫補助金による圧縮記帳額は、機械装置及び運

搬具36百万円であり、連結貸借対照表計上額は、

この圧縮記帳額を控除しております。
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(四半期連結損益計算書関係)

 

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金

　　　額

　　　　荷造運送費　　　　　　　　　　 247百万円

　　　　賞与引当金繰入額　　　　　　　　15百万円

　　　　退職給付費用　　　　　　　　　   6百万円

　　　　研究開発費　　　　　　　　　　 244百万円

 

※２　　　　　　　　　　　　　除却損

　　　　建物及び構築物　　　　　　 0百万円

　　　　機械装置及び運搬具　　　　 0百万円

　　　　その他(工具器具備品)　　　 0百万円

 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

 

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 20,753百万円

有価証券 746  〃

　　　計 21,499百万円

預入期間が３か月超の定期預金 △ 3,840  〃

現金及び現金同等物 17,659百万円
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　　(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計(累計)期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 11,281,629

 

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 103,072

 

３　新株予約権等に関する事項

 

該当事項はありません。

 

４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月26
日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 670 60平成20年３月31日平成20年６月27日

 

　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配

当の効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　　　

　　　　　該当事項はありません。

 

５　株主資本の著しい変動に関する事項

 

　　　　　該当事項はありません。
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(リース取引関係)

 

当第１四半期連結会計(累計)期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

　該当事項はありません。

 

(有価証券関係)

 

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

　有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額

は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動があり

ません。

 

(デリバティブ取引関係)

 

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

　当社グループはデリバティブ取引を行っていないた

め、該当事項はありません。

 

(ストック・オプション等関係)

 

当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

　該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

 

 
界面活性剤
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高      

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

5,107 2,223 7,331 ― 7,331

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 5,107 2,223 7,331 ― 7,331

営業利益 222 127 350 ― 350

(注)　 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称

　事業区分の方法…製品の種類別区分による

　区分に属する主要な製品の名称

　界面活性剤……化合繊紡糸紡績用油剤、織布用経糸油剤、帯電防止剤、香粧品原料

　その他…………経糸用糊剤、触感向上剤

 

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

 

 
日本
(百万円)

インドネシア
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高      

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

7,166 164 7,331 ― 7,331

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

22 14 36 (36) ―

計 7,189 178 7,367 (36) 7,331

営業利益 281 59 341 8 350

 

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

 

 東南アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 2,722 416 3,139

Ⅱ　連結売上高(百万円) ― ― 7,331

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

37.1 5.7 42.8

(注) １　国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

　　　国又は地域の区分の方法　　地理的近接度による

各区分に属する主な国又は地域　東南アジア インドネシア、タイ、台湾

 その他の地域 アメリカ合衆国、メキシコ、フランス、イギリス

２　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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(企業結合等関係)

 

当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

該当事項はありません。

　　

 

(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

 

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

  

 3,561円62銭

  

 3,569円77銭

 

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

 
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 40,011 40,092

純資産の部の合計額から控除する金額（百万
円）

197 186

差額の主な内訳(百万円)
　少数株主持分

197 186

普通株式に係る純資産額(百万円) 39,813 39,905

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株
式の数(千株)

11,178 11,178

 

２　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

 

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

１株当たり四半期純利益 31円13銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ―

(注)　１　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２　１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

 

 
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 348

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 348

普通株主に帰属しない金額(百万円) ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 11,178
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(重要な後発事象)

 

当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

該当事項はありません。
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２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

 

平成20年８月13日

松本油脂製薬株式会社

取締役会　御中

 

清稜監査法人

 

 

代表社員
業務執行社員

 公認会計士　　高　　橋　　　　　弘　　㊞

 

代表社員
業務執行社員

 公認会計士　　石　　井　　和　　也　　㊞

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている

松本油脂製薬株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連

結累計期間(平成20年４月１日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半

期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場

から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期

レビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等

に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国におい

て一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定さ

れた手続により行われた。

 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般

に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、松本油脂製薬株式会社及び連結子

会社の平成20年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営

成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点に

おいて認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以　上

 

 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半

期報告書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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